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表１　情報公開制度における開示請求の状況

実施機関 請求
件数

決定内容
開示 一部

開示
公文書
不存在

市　長

法 務 担 当 2 1 1
市 民 課 5 4 1
課 税 課 3 3
生 活 福 祉 課 1 1
環 境 課 2 2
下 水 道 課 2 2
拝島駅関連事業担当 1 1
都 市 計 画 課 1

教　育
委員会 指 導 課 2 2

合　　　計 19 9 7 2
※ 一部開示＝個人情報などの記載があるため、その部
分を除いて開示しました。
※ 公文書不存在＝その情報を実施機関が持っていないた
め、開示の請求を拒否しました。
※ 市長（都市計画課）への開示請求は、取り下げとなり
ました。

表２　個人情報保護制度における開示請求の状況

実施機関 請求
件数

決定内容
開示 一部

開示 不開示

市　長

秘 書 広 報 課 1 1
企 画 政 策 課 1 1
法 務 担 当 1 1
市 民 課 9 1 2 8
生活コミュニティ課 1 1
介 護 福 祉 課 11 11
保 険 年 金 課 3 3 1
子ども子育て支援課 1 1

合　　　計 28 16 5 10
※ 一部開示＝第三者の権利利益を侵害するおそれなど
があるため、その部分を除いて開示しました。
※ 不開示＝その情報を実施機関が持っていないため、
不開示としました。
※ 市長（市民課、保険年金課）については、１件の請求
に対して複数の決定をしたものがあります。
※ マイナンバーを含む個人情報の開示請求は、ありま
せんでした。

表３　個人情報の目的外利用・外部提供の状況
実施機関 目的外利用 外部提供 計

市長 39 27 66
教育委員会 3 3
選挙管理委員会 2 2
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会

合　　計 39 32 71
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